
 

 

 

 

 

水中部点検におけるロボット活用マニュアル（案） 

【ダム放流設備編】 

水中ロボット活用対象施設事例 
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はじめに 

 

我が国の社会インフラを巡っては、多くの施設で老朽化に伴う点検需要が増大している。また、

昨今の人口減少や少子高齢化等の社会情勢は、点検実施者の減少を招いており、ＩＣＴ等を活用

した効率的かつ効果的な技術を開発・導入することが求められている。 

 

 産業ロボットは、ＩＣＴ等の活用により、めざましい発展を遂げている。 

 このような現状を踏まえ、国土交通省と経済産業省は、平成２５年７月に設置した「次世代社

会インフラ用ロボット開発・導入検討会」において、維持管理および災害対応技術の開発・導入

対象を協議した。そこで、５つの重点分野を策定し水中構造物の点検・調査技術（ダム、河川）を

重点項目の一つとして位置づけた。 

 

水中構造物の点検・調査（ダム・河川）のうち、国土交通省直轄ダムにおけるダム放流設備に

ついては、ダム用ゲート設備等点検・整備・更新マニュアル(案)（国土交通省総合政策局公共事

業企画調整課、水管理・国土保全局河川環境課 平成３０年３月）、ダム用ゲート設備等点検・整

備標準要領（案）（国土交通省総合政策局公共事業企画調整課施工安全企画室 平成３０年３月）

に基づき、維持管理が実施されている。また、土木構造物とダムゲート設備等の境界部分（堤体

に埋設されているゲートのアンカーや戸当り部分）については、ダム総合点検要領・同解説（国

土交通省水管理・国土保全局河川環境課）や関連する要領・マニュアル等に基づいた維持管理方

針をとりまとめることとされている。 

 

水中構造物のうち、ダム放流設備の常時水没部分の点検に着目し、この点検が実施可能なロボ

ット技術について、平成２６年度から２ヵ年にわたり、現場検証を実施した。平成２８年度には、

実現場での試行的導入を実施し、ロボットが実務面で点検・調査に十分に耐えうる能力等を有す

ることが確認された。 

 

水中部点検におけるロボット活用マニュアル（案）（ダム放流設備編）は、この結果をもとに整

理し、「次世代社会インフラ用ロボット現場検証委員会水中維持管理部会」を経て、策定したもの

である。水中部点検におけるロボット活用マニュアル（案）（ダム放流設備編）に基づき実施され

るダム放流設備の点検等へのロボット活用に関し、「水中部点検におけるロボット活用マニュアル

（案）（ダム放流設備編）水中ロボット活用対象施設事例」をとりまとめたので参考にされたい。 
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